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諸外国の監査法人制度等の比較（ガバナンス及び開示関係） 

項  目 日本 米 英 仏 独 ＥＵ(第８次指令) 
1. 監査法人の 

ガバナンス 

 

(1) 監査法人の 

社員資格 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ボードへの 

参加資格 

 

 

 

 

(3) 出資者の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

・監査法人の社員（持分所

有者）は、公認会計士でな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・監査事務所の持分所有者

の構成は州法により規定

・多くの州で、（統一会計士

法に基づき）持分の過半

数は公認会計士によって

所有されなければならな

いとされている。 

 

 

・ボードを設置する場合、多

くの州で、メンバーの過半

数は公認会計士でなけれ

ばならない。 

 

 

・（統一会計士法に基づき）

監査事務所の持分所有者

は、監査事務所の業務に

参加しなければならない。

 

 

 

 

・監査事務所の持分の過半

数は、勅許会計士によっ

て保有されなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

・ボードを設置する場合、メ

ンバーの過半数は勅許会

計士でなければならない。

 

 

 

・監査事務所の持分所有者

に、監査事務所の業務へ

の参加は求められていな

い。 

 

 

 

 

・監査事務所の持分の 75%

以上は、会計監査役によ

って保有されなければなら

ない。（但し、第８次指令に

より過半数へと改訂され

る） 

 

 

 

・ボードを設置する場合、メ

ンバーの 75%以上は会計

監査役でなければならな

い。 

 

 

・監査事務所の持分所有者

に、監査事務所の業務へ

の参加は求められていな

い。 

 

 

 

 

・監査事務所の持分の過半

数は、経済監査士によっ

て保有されなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

・ボードを設置する場合、メ

ンバーの過半数は経済監

査士でなければならない。 

 

 

 

・監査事務所の持分所有者

に、監査事務所の業務へ

の参加は求められていな

い。 

 

 

 

 

・監査事務所の持分の過半

数は、法定監査人としての

適格性を有する者によっ

て保有されなければなら

ない。 

 

 

 

 

・ボードを設置する場合、メ

ンバーの過半数～75％

は、法定監査人としての適

格性を有する者でなけれ

ばならない。 

 

・監査事務所の持分所有者

に、監査事務所の業務へ

の参加は求められていな

い。 
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項  目 日本 米 英 仏 独 ＥＵ(第８次指令) 
2. 監査法人による

開示 

・監査法人固有の開示義務

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・監査事務所固有の開示義

務はない。 

 

 

・ＳＥＣ登録企業の監査事

務所は、ピア・レビューの

結果、持分所有者数、事

務所数等の開示を求めら

れ て い る（ Ａ Ｉ Ｃ Ｐ Ａの 規

則）。 

 

・監査事務所固有の開示義

務はない。（但し、第８次

指令により求められる） 

 

・ＰＬＣ（非公開有限責任会

社）、ＬＬＰ形態を用いる場

合、一般的要求に基づき、

財務諸表を会社登記所に

提出することが求められて

いる。 

 

 

・ＰＬＣ、ＬＬＰ形態を用いる

場合、一般的要求に基づ

き、勅許会計士による監査

が求められる。 

・監査事務所固有の開示義

務はない。（但し、第８次

指令により求められる） 

 

・株式会社形態を用いる場

合、一般的要求に基づき、

透明性報告書を商事裁判

所に提出することが求め

られている。 

 

 

 

・株式会社形態等を用いる

場合、一般的要求に基づ

き、一定規模以上の会社

には、会計監査役による

監査が求められる。 

 

・監査事務所固有の開示義

務はない。（但し、第８次

指令により求められる） 

 

・株式会社形態（小規模会

社を除く）を用いる場合、

一般的要求に基づき、財

務諸表を開示することが

求められている。 

 

 

 

・株式会社形態を用いる場

合、一般的要求に基づき、

一 定 規 模 以 上 の 会 社 に

は、経済監査士による監査

が求められる。 

・公益事業体を監査する監

査事務所に対して、事業

年度終了後 3 ヶ月以内

に、ガバナンス構造、品質

管理システム、売上高等

を記載した年次報告書の

公開を求めている。 

 

 



公認会計士法（昭和二十三年七月六日法律第百三号） 

 

（公認会計士の業務）  

第二条  公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をするこ

とを業とする。  

２  公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに

応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務

に関する相談に応ずることを業とすることができる。但し、他の法律においてその業務

を行うことが制限されている事項については、この限りでない。  

３  第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業

務に従事することを妨げない。 

 

（社員の資格）  

第三十四条の四  監査法人の社員は、公認会計士でなければならない。  

２  次に掲げる者は、社員となることができない。  

一  第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の

期間を経過しない者  

二  第三十四条の二十一の規定により監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場

合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三

年（業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間）を経過しない

もの 

 

（設立の手続）  

第三十四条の七  監査法人を設立するには、その社員になろうとする公認会計士が、五人

以上共同して定款を定めなければならない。  

２  会社法第三十条第一項 の規定は、監査法人の定款について準用する。  

３  定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一  目的  

二  名称  

三  事務所の所在地  

四  社員の氏名及び住所  

五  社員の出資に関する事項  

六  業務の執行に関する事項 

 

（業務の執行）  

第三十四条の十の二  監査法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 



（法人の代表）  

第三十四条の十の三  監査法人の社員は、各自監査法人を代表する。  

２  前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に監査法人を代表すべ

き社員を定めることを妨げない。  

３  監査法人を代表する社員は、監査法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為

をする権限を有する。  

４  前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

（社員の責任）  

第三十四条の十の五  監査法人の財産をもつてその債務を完済することができないとき

は、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。  

２  監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。  

３  前項の規定は、社員が監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明し

たときは、適用しない。  

４  前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合

（同条第六項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第六項にお

いて同じ。）において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた監査

法人の債務をその監査法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規

定にかかわらず、指定社員（指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。）が、

連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生

じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。  

５  前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合

において、指定証明に関し被監査会社等に生じた債権に基づく監査法人の財産に対する

強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、監査法人に資力があり、かつ、

執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。  

６  前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合

において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定証明に係る業務に関与し

たときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除

き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。監査法人を脱退した

後も同様とする。  

７  会社法第六百十二条 の規定は、監査法人の社員の脱退について準用する。ただし、

第四項の場合において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた監

査法人の債務については、この限りでない。 

 

（業務管理体制の整備）  

第三十四条の十三  監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定める



ところにより、業務管理体制を整備しなければならない。 

 

（財務諸表等の作成等）  

第三十四条の十六  監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における

貸借対照表を作成しなければならない。  

２  監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、貸借対照表及び損益計算書並びに業務の

概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣

総理大臣に提出しなければならない。  

３  前項の書類は、電磁的記録（内閣府令で定めるものに限る。）をもつて作成し、又は

提出することができる。  

４  監査法人は、第二項の書類を作成したときから十年間、これを保存しなければならな

い。 

 

監査法人に関する内閣府令 

（昭和四十一年八月十二日大蔵省令第四十六号） 

 

（業務管理体制の整備）  

第三条  法第三十四条の十三 の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理

体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。  

一  総社員の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事して

いる者であること。  

二  監査証明業務を適切に行うための方針及び手続が定められていること。  

三  監査証明に係る意見形成のための審理規程が定められ、審理を行う機構が設けられて

いること。  

四  第二号の方針及び手続並びに前号の審理規程が的確に実施されていることを点検す

る機構が設けられていること。  

五  監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。  

六  従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。 

 

（貸借対照表）  

第三条の三  法第三十四条の十六第一項 の規定により作成すべき貸借対照表については、

この条の定めるところによる。  

２  貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示す

るものとする。  

３  貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて

表示することが不当でない場合は、この限りでない。  



４  法第三十四条の十六第一項 の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日におけ

る会計帳簿に基づき作成しなければならない。  

５  法第三十四条の十六第二項 の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、

当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。  

６  各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日

の翌日（当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日）から当該事業年

度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年（事業年度の末日を

変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月）を超えることが

できない。  

７  貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。  

一  資産  

二  負債  

三  純資産  

８  前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当

該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。  

９  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の

基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。  

 

（業務報告書に記載すべき事項等）  

第四条  法第三十四条の十六第二項 に規定する業務報告書には、業務の概況の外、社員、

使用人等の概況及び事務所の概況を記載しなければならない。  

２  前項の業務報告書は、別記様式により作成するものとする。 









公認会計士等の登録状況

監 査 法 人

公 認 会 計 士 会 計 士 補

年 月 末 所 属 公 認

登 録 者 数 登 録 者 数 会 計 士 数

人 人 法人 人

昭和24．12 ５７ ２６

25．12 ２６１ １２９

30．12 １，１２１ ４２４

35．12 １，５０８ ６５１

40．３ ２，０８６ ６７５

45. ３ ４，０６２ ８６９ ２４ ５６２

50. ３ ４，９２７ １，５２０ ３４ １，３３１

55. ３ ５，８３３ ２，３０３ ５８ １，８５２

60. ３ ７，６２８ １，４５６ ８８ ３，１８５

平成元. ３ ８，３６０ １，９５６ ９９ ３，７４３

２．３ ８，６６８ ２，１７０ ９８ ３，９０６

３．３ ９，０２５ ２，３６８ １１２ ４，２７１

４．３ ９，２８９ ２，６５２ １２０ ４，５９２

５．３ ９，６８２ ２，９５９ １２１ ４，８７４

６．３ １０，１６０ ３，０３７ １２２ ５，１３８

７．３ １０，４３６ ３，３９４ １２２ ５，３８０

８．３ １０，７８７ ３，６０９ １２６ ５，５４９

９．３ １１，１４５ ３，８２９ １２８ ５，７４１

１０．３ １１，７２３ ３，８６２ １３５ ５，９８７

１１．３ １２，１７８ ３，９３９ １４２ ６，１９９

１２．３ １２，６８２ ４，０８０ １４４ ６，３６７

１３．３ １３，２０９ ４，２８９ １４８ ６，６７７

１４．３ １３，７３４ ４，５６９ １４８ ６, ９０１

１５．３ １４, ２４６ ４, ９８２ １４６ ７，５３７

１６．３ １４, ８３７ ５, ４００ １５１ ７, ９５９

１７．３ １５, ４７７ ５, ９６５ １５５ ８，２０７

１８．３ １６, ２２２ ６, ４１９ １６２ Ｎ．Ａ

（注）監査法人設立第１号は、昭和４２年１月１９日である。



大手監査法人の合併の状況

（監）中央会計事務所 （監）朝日会計社 等 松 青 木（監） （監）太田哲三事務所 （監）第一事務所 （監）栄 光
（ 43.12.20 設立） （44.7.31 設立） (43.5.8 設立） （42.1.19 設立） （44.3.28 設立） （42.5.1設立））
公認会計士数４９名 公認会計士数81名 公認会計士数４７名 公認会計士数１６名 公認会計士数９名 公認会計士数10名

新 光（監） 新 和 （監） （監）サンワ事務所 昭 和 （監） 日 新 （監）
（53.4.1合併） （49.12.26設立） （46.6.23 設立） （44.12.15設立） （45.11.16設立）
公認会計士数151名 公認会計士数６５名 公認会計士数 124名 公認会計士数47名 公認会計士数18名

61.10. 1
吸収合併 武 蔵（監）

60. 7. 1 合併 60.10. 1 合併 (46.9.20設立)
公認会計士数

63. 7.31 公認会計士数 公認会計士数 サンワ・等松青木（監） 公認会計士数 公認会計士数 １６名
吸収合併 ２８３名 １１１名 公認会計士数４２４名 ２１３名 １７９名

61. 1. 1 合併
（監）朝日新和会計社 太 田 昭 和（監）

中 央 新 光（監） 公認会計士数３９４名 公認会計士数３９２名 公認会計士数
公認会計士数３９４名 監 札 幌 第 一 会 計 １１１名，５０名，３３名

公認会計士数１２名
監 丸の内会計事務所 センチュリー（監）

（監）平和 監）札 幌 中 央 公認会計士数４１名 監 西方会計士事務所 公認会計士数１９４名
事務所 （10名） 元.10.1 公認会計士数２４名
９名 監）横浜関内監査事務 → 吸収合併 63. 4. 1 62.4. 1 吸収合併

所 （７名） 公認会計士数 吸収合併 63.10.1
元. 4. 1 名 古 屋 第 一（監） ４１１名 → 吸収合併 公認会計士数
吸収合併 （13名） 公認会計士数 ← ２７９名

→ ４１１名 公認会計士数 陽光（監） ← 港（監）
公認会計士数 ４６２名 ２２名 → 2.7.1 吸収合併 ４５名
５４４名 監）華陽事務所(5名) → 4.7.1

５.7.2 商変 ３.4.1 吸収合併 ２. 2. 1 ← （監）三 田 会 計 社 吸収合併
吸収合併 公認会計士数４５名

中 央（監） 井上斎藤英和（監） → 太 田 昭 和（監） センチュリー（監）
公認会計士数９６４名 公認会計士数 165名 ５.10.1 吸収合併 公認会計士数８７８名 公認会計士数５０２名

13 . 4. 1 ← サンアイ（監）
吸収合併 公認会計士数８名

12.4.1合併 ← 青 山（監） 朝 日 （監） 12.4.1 合併
公認会計士数 158名 公認会計士数830名 監ﾃｲｹｲｴｲ飯塚毅事務所

14 . 7. 1 ← （監）誠和会計事務所 監 太田昭和センチュリー 公認会計士数 １７名
吸収合併 公認会計士数１９名 公認会計士数１，３８０名

13.1.1合併 （監）伊東会計事務所 高 千 穂 監
公認会計士数 55名 公認会計士数 ６名

13.7.1 吸収合併・名称変更
←

16. 1. 1 ← あ ず さ（監） （監）大成会計社
吸収合併 公認会計士数 157名 17.7.5 吸収合併 公認会計士数５名
・名称変更

中 央 青 山 （監） あ ず さ （監） （監） ト ー マ ツ 新 日 本 （監）
公認会計士数１，７９１名 公認会計士数１，５７１名 公認会計士数１，７３９名 公認会計士数１，５６１名

（注）一番下の公認会計士数は、平成1７年３月31日現在の人数である。



法
人
数

所属公
認会計
士総数

法
人
数

所属公
認会計
士総数

法
人
数

所属公
認会計
士総数

法
人
数

所属公
認会計
士総数

法
人
数

所属公
認会計
士総数

法
人
数

所属公
認会計
士総数

昭和60.3末 - - 4 1,108 7 932 11 418 66 727 88 3,185

平成元.3末 4 1,942 1 283 2 270 10 380 82 868 99 3,743

平成2.3末 4 2,130 1 306 2 259 9 326 82 885 98 3,906

平成6.3末 5 3,563 1 212 1 132 5 169 110 1,062 122 5,138

平成7.3末 5 3,828 1 209 1 130 4 140 111 1,073 122 5,380

平成8.3末 5 4,010 - - 2 309 4 141 115 1,089 126 5,549

平成9.3末 5 4,152 - - 2 313 4 143 117 1,133 128 5,741

平成10.3末 5 4,263 1 201 1 144 8 264 120 1,115 135 5,987

平成11.3末 5 4,377 1 204 1 150 8 282 127 1,186 142 6,199

平成12.3末 5 4,549 - - 2 313 10 322 127 1,183 144 6,367

平成13.3末 4 4,984 - - 1 163 6 209 137 1,321 148 6,677

平成14.3末 4 5,212 - - 1 162 6 202 137 1,325 148 6,901

平成15.3末 4 5,868 - - 1 160 6 197 135 1,312 146 7,537

平成16.3末 4 6,250 - - 1 171 8 242 138 1,296 151 7,959

平成17.3末 4 6,662 1 201 - - 7 223 140 1,323 152 8,409

〔1,666〕 〔201〕 〔32〕 〔9〕 〔55〕

（注）〔　〕は１法人あたりの平均所属公認会計士数。

計

監査法人の規模別分布状況

400人以上 200～399 100～199 26～99 25人以下



公認会計士の業務の拡大 

 
 

○ 公益法人監査 

平成 13 年 2 月の「公益法人の指導監督体制等の充実について」（公益法人等の指導監督等に

関する関係閣僚会議申合せ）に基づき、各府省は、資産額100億円以上若しくは負債額が50億円

以上又は収支決算額が10億円以上の所管法人に対して、公認会計士等の監査を受けることを要

請し、平成 13 年 4 月から実施。 

 

○ 独立行政法人監査（独立行政法人通則法第 39 条） 

資本金 100 億円以上又は負債金額 200 億円以上の独立行政法人の財務諸表等に、公認会計

士等の監査を義務づけ、平成 13 年 4 月から段階的実施。 

 

○ 日本郵政公社監査（日本郵政公社法第 31 条） 

日本郵政公社の財務諸表等に公認会計士等の監査を義務づけ、15 年 4 月から実施。 

 

○ 国立大学法人監査（国立大学法人法 38 条） 

独立行政法人である国立大学法人の財務諸表等に、公認会計士等の監査を義務づけ、平成

15 年 5 月から実施。 

 

○ 協同組織金融機関に対する監査（信用金庫法第 38 条の 2、協同組合による金融事業に関する

法律第 5 条の 8、労働金庫法 41 条の 2 等） 

預金等総額が一定規模等以上の信用金庫、信用協同組合及び労働金庫などの財務諸表等に

公認会計士の監査を義務づけ、平成 9 年 4 月から実施。なお、義務づけの基準となる預金等総額

は、当初5,000億円から順次引き下げられ、平成16年4月に（500億円から）200億円に引き下げ。 

 

○ 地方独立行政法人監査（地方独立法人法第 35 条） 

資本金額 100 億円以上又は負債金額 200 億円以上の地方独立行政法人の財務諸表等に、公

認会計士等の監査を義務づけ、平成 16 年 4 月から実施 

 

 

（今国会に提出した法律案（「証券取引法等の一部を改正する法律案」）に盛り込まれている業務） 

 

○ 上場企業等の内部統制報告書についての監査証明業務 

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制について評価した「内部

統制報告書」について、公認会計士等の監査証明を受けることを義務づけ。 

 

○ 上場企業等の四半期財務計算書類についての監査証明業務 

四半期報告書に含まれる財務計算に関する書類について、公認会計士等の監査証明を受ける

ことを義務づけ。 



主な監査業務（２条１項業務）の概要 

◎法定監査  

内  容 

 

根拠法令 

・ 証券取引法監査 

 

証券取引所に株式を上場している会

社等が証券取引法の規定に基づき提出

する貸借対照表、損益計算書その他の財

務計算に関する書類に関する監査証明 

証券取引法第 193 条の 2 

 

・ 会社法監査 

 

資本金5億円以上又は負債総額200億

円以上の株式会社が会社法の規定に基

づき作成する計算書類に関する監査 

会社法第 436 条第 2項 

・ 私立学校法人監査 

 

 私立学校振興助成法に基づき補助金

の交付を受けた学校法人が作成する貸

借対照表、収支計算書その他財務計算に

関する書類のうち所轄庁が指定する事

項に関する監査 

私立学校振興助成法 

第 14 条 

・ 労働組合監査 

 

 労働組合が作成する、すべての財源及

び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在

の経理状況を示す会計報告が正確であ

ることに関する証明 

労働組合法第 5条 

・ 政党助成法監査 

 

 政党交付金の交付を受けた政党が提

出する報告書のうち政党交付金の総額、

政党交付金による支出の総額等に関す

る監査 

政党助成法第 19 条 

・ 農林中央金庫監査 

 

 農林中央金庫が作成する貸借対照表、

損益計算書等に関する監査 

農林中央金庫法第 35 条 

 

・ 信用金庫監査 

・ 信用協同組合監査 

・ 労働金庫監査 

信用金庫等の協同組織金融機関のう

ち、一定規模以上のものが作成する業務

報告書、貸借対照表、損益計算書等に関

する監査 

信用金庫法第 38 条の 2 

協同組合による金融事業

に関する法律第 5条の 8 

労働金庫法第 41 条の 2 

・ 投資法人監査 投資法人が作成する貸借対照表、損益

計算書等に関する監査 

投資信託及び投資法人に

関する法律第 130 条 

・ 投資事業有限責任組

合監査 

無限責任社員が作成する貸借対照表、

損益計算書、事業報告書及び附属明細書

のうち会計に関する部分に関する監査

（監査意見を主たる事務所に備え置

く。） 

投資事業有限責任組合契

約に関する法律第 8条 

◎その他の制度監査 

・ 商品取引員監査（東京工業品取引所定款） 

◎任意監査 

 



（単位：社）

上場会社数 店頭登録会社数

（年　末　値） （年　末　値）

昭和24年 681 　－  

　　　25年 764 　－  

30年 783 　－  

35年 785 　－  

40年 1,577 114

45年 1,580 111

50年 1,713 93

55年 1,729 112

60年 1,829 127

平成元年 2,019 263

2年 2,071 342

3年 2,107 430

4年 2,118 436

5年 2,155 477

6年 2,205 568

7年 2,263 678

8年 2,334 762

9年 2,387 834

10年 2,416 856

11年 2,472 868

12年 2,600 886

13年 2,666 926

14年 2,669 939

15年 2,690 943

　16年 3,727 ※　－  

17年 3,799 　－  

上 場 ・ 店 頭 公 開 企 業 数 の 推 移

※　平成16年12月12日に、店頭売買有価証券市場が取引所有価証券市場に改組された。



会計基準等の見直し 
 

 ～平成 10 年度 H11 年度 H12 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 

連結財務諸表制度の見直し 

（平成 10 年 10 月） 

・持株基準により､持株比率 50％

超を子会社、20％以上を関連会

社とする。 

・実質的な支配力基準、影響力基準の適用を義務付ける。 

 ・個別情報が中心 ・連結情報が中心の開示に移行する。 

・売買目的の有価証券等に時価評価を導入する。 

 

有価証券の評価方法 

（平成 11 年１月） 

・原価法又は低価法 

金融機関については平成９年９月期（中間

期）までは、通達により、低価法を義務付

けていた。 
・「その他有価証券」

の時価は注記する。

・「その他有価証券」の時価評価を導入する。 

年金会計 

（平成 10 年６月） 

・年金の積立不足は、開示されない。 ・積立不足を財務諸表

に計上するか、注記

する。 

・積立不足を財務諸表に計上する。 

・短期金銭債権債務を除き、取得時レート

で換算 

・子会社株式等を除き、有価証券、金銭債権債務及びデリバティブ取引は、決算時

レートで換算する。 

外貨建取引会計 

（平成 11 年 10 月） 

・為替換算調整勘定は、資産又は負債の部

に表示 

・為替換算調整勘定は資本の部に表示。 

税効果会計 

（平成 10 年 10 月） 

・連結財務諸表において税効果 

会計を適用することも認めら

れる。 

・連結財務諸表及び個別財務諸表において、適用を義務付ける。 

固定資産の減損会計 

（平成 14 年８月） 

・減損処理基準について明確な基準がなかった。 年度決算から

任意適用 

任意適用 完全実施 

企業結合会計 

（平成 15 年 10 月） 

・企業結合会計の基準がなかった。 実  施  

      

 



監査法人制度等の歩み 

年 月 事      項 

昭和 23 年 7 月 

  

  25 年 3 月 

     7 月 

 

  32 年 3 月 

 

 

  41 年 6 月 

   

 

  49 年 4 月 

 

 

 

51 年 7 月 

 

 

52 年 3 月 

 

 

56 年 6 月 

 

 

 

平成 3 年 12 月 

 

 

 

11 年 4 月 

 

  14 年 1 月 

 

 

 

 

14 年 5 月 

 

 

 

15 年 5 月 

 

 

 

 

 

17年10月 

公認会計士法制定 

 

法定監査の導入（証券取引法改正：S26 年 7 月 1 日開始事業年度から実施） 

「監査基準」及び「監査実施準則」制定 

 

「財務諸表等の監査証明に関する省令」の公布 

（S32 年 1 月 1 日開始事業年度から適用） 

 

公認会計士法改正 

・ 監査法人制度の導入 

 

商法特例法（「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」）公布 

・株式会社のうち資本金 10 億円以上のもの（証券取引法適用会社については資本

金 5 億円以上のもの）について、会計監査人による監査を新たに義務付け 

 

「監査実施準則」及び「監査報告準則」の改訂 

・連結財務諸表監査の実施に対応（S52 年 4 月 1 日開始会計年度から適用） 

 

「中間財務諸表監査基準」の制定 

（S52 年 9 月期中間決算より中間財務諸表について新たに監査証明を要求） 

 

商法特例法改正 

・会計監査人による監査対象会社の範囲を拡大 

 （資本金 10 億円以上→資本金 5 億円以上又は負債総額 200 億円以上） 

 

「監査基準」、「監査実施準則」及び「監査報告準則」の改訂 

・監査実施準則の純化 

・経営者による確認書の入手義務付け 

 

日本公認会計士協会による「品質管理レビュー」の開始 

 

「監査基準」の改訂 

・監査実施準則、監査報告準則の廃止、一般基準、実施基準、報告基準へ区分 

・組織的監査の質の管理を徹底、継続企業の前提への対応 

 

商法特例法改正 

・大会社以外の会社も、資本金 1 億円を超えるものは、定款の定めにより会計監査

人による監査を受ける旨を定めることができるよう改訂 

  

公認会計士法改正 

・公認会計士の使命・職責の明確化 

・監査法人の独立性の強化 

・公認会計士・監査審査会の設置 

・試験制度の見直し 

・指定社員制度の導入 

 

「監査基準」の改訂、「品質管理基準」の策定 



公認会計士法の一部を改正する法律（平成15年）

国際的な信認の確保

・米国エンロン事件等の一連の会計不祥事

・我が国におけるバブル崩壊後の会計不正

米国企業会計改革法をはじめと
する各国の監査制度改革の進展

監査人の独立性の強化や監視･監督体制
の充実･強化等による我が国監査制度に
対する国際的信認の獲得が不可欠

監査と会計の複雑化・多様化・国際化

・グローバル化を背景とした監査証明業務を
　中心とする公認会計士業務の質的量的変化
　に対応していくことが不可欠

質を確保しつつ、多様な人材を輩出してい
くための試験制度等の改革が不可欠

我が国資本市場の活性化

公認会計士監査制度の改革は喫緊の課題

○公認会計士の使命・
　職責の明確化

・監査及び会計の専門家
　として、独立した立場
　において、会社等の公
　正な事業活動、投資家
　及び債権者の保護等を
　図り、常に品位を保持
　し、知識及び技能の修
　得に努め、公正かつ誠
　実に業務を行わなけれ
　ばならない旨を規定

○公認会計士等の独立性
　の強化

・監査証明業務とコンサル
　ティング業務等の非監査
　証明業務の同時提供の禁
　止

・監査法人内部において　
　同一の公認会計士が一定
　期間以上同一企業を担当
　することを禁止する交代
　制の導入（7年‐2年ルー

ル）　等

【法律の概要】

○監視･監督体制の充実･
　強化

・監査証明業務の独立性の
　確保のため、監査法人の
　内部管理や審査体制につ
　いての公認会計士協会に
　よる指導や監督（「品質
　管理レビュー」）を行政
　（公認会計士・監査審査
　会）がモニター

○試験制度の見直し

・現行の試験体系の簡素化

３段階５回→１段階２回
　＋　実務補習修了の確認

・一定の能力を持つ実務経
　験者、専門的人材育成の
　教育課程の修了者等に対
　する試験科目の一部免除

○監査法人の社員の責任
　の一部限定

○規制緩和等関連規定の見
　直し
○監査法人設立の届出制化

投資家にとって魅力ある市場にするため
インフラである公認会計士監査制度の充
実・強化が不可欠

・我が国資本市場の活性化のためには
　市場の公正性･透明性の確保による投資家の
　信頼の向上が不可欠

（←「証券市場改革促進プログラム」平成14年8月）

・指定社員制度の導入によ
　り、監査に関与しない社
　員の責任を限定

・監査法人等の業務運営の
　適正性の監視のための立
　入検査権の導入





 

指定社員制度について 

 

 

（１）社員の指定 

監査法人は、特定の証明について、業務を担当する社員を指定

することができる。 

 

 

（２）指定社員の権利、義務 

上記の指定された証明（指定証明）については、指定を受けた社

員（指定社員）のみが業務執行権を有し、義務を負うとともに、監査

法人を代表する。 

 

 

（３）指定社員の責任 

指定証明に関し被監査会社に対して負担することとなった監査 

法人の債務をその監査法人の財産をもって完済することができない

ときは、指定社員のみが無限連帯責任を負う。 

（注） 監査法人が第三者に対して負う債務については、指定証明

についても、監査法人の全ての社員が無限連帯責任を負う。 

 

 

（４）被監査会社等への通知 

監査法人は、特定の証明について社員を指定したことを被監査会

社等に書面をもって通知しなければならない。 

 



公認会計士法改正（平成 15 年）以降の取組み 

 

 

○金融庁「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応について」 

（平成 16 年 11 月 16 日） 

１． 有価証券報告書等の審査体制の強化 

２． 公認会計士等に対する監督の充実・強化 

３． 開示制度の整備に関する検討 

４． 会社情報の適時適切な開示に向けた証券取引所に対する要請 

 

○金融庁「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応（第二弾）について」 

（平成 16 年 12 月 24 日） 

１．全ての開示企業による自主的点検を受けた対応 

２．有価証券報告書等の審査体制の強化 

３．開示制度の整備に関する対応 

４．公認会計士等に対する監督の更なる充実・強化 

５．会社情報の適時適切な開示に向けた証券取引所に対する要請 

 

○公認会計士・監査審査会「品質管理レビューの一層の機能向上に向けて」 

（平成 17 年 2 月 9 日） 

・品質管理レビューの実態分析と提言 

 

○金融庁、公認会計士・監査審査会 

「適正なディスクロージャーと厳正な会計監査の確保に向けた対応策について」 

 （平成 17 年 10 月 25 日） 

1.４大監査法人に対する早急な検査等の措置の実施 

2.公認会計士に係るローテーションの見直し（４大監査法人の主任会計士につ

いては、継続監査期間 5年、インターバル 5年） 

3.品質管理基準の策定（平成 17 年 10 月 28 日 企業会計審議会） 

4.開示企業における財務報告に係る内部統制の整備 

 







現行の監査法人制度の概要 
 

 

１．設立 

・ 監査法人は、公認会計士が 5 人以上共同して定款を定め、設立の登記をするこ

とによって成立する。 

・ 監査法人は、成立したときは、内閣総理大臣へ届出をしなければならない。 

 

２．業務範囲 

   ・ 監査法人の業務には、監査又は証明業務の他、その業務に支障のない限りに

おいて財務書類の調製、財務に関する調査・立案、財務に関する相談業務が含

まれる（税務業務は行うことができない）。 

 

３．法人の代表権  

   ・ 監査法人の社員は、各自監査法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意

によって、特に監査法人を代表すべき社員を定めることができる。なお、指定社

員制度を採用する場合には、当該指定証明業務について指定社員のみが監査

法人を代表する。 

 

４．社員の責任 

   ・ 監査法人の財産をもってその債務の完済ができない場合、各社員は、連帯して

責任を負う。ただし、指定社員制度により、指定証明業務について指定社員以

外の社員の被監査会社に対する責任を限定することができる。 

 

５．監査又は証明の方法 

   ・ 監査法人が財務書類について証明する場合、業務を執行した社員が自署・押印

しなければならない。 

 

６．監査法人の業務管理体制の整備責任 

・ 監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、業務管理体制を整備しなけ

ればならない。 

 

７．社員の競業禁止 

  ・ 監査法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその監査法人の業務範囲に属

する業務を行い、又は他の監査法人の社員となってはならない。 

 

 



８．関与社員の就職の制限 

  ・ 監査法人が会社その他の者の財務書類の監査又は証明業務を行った場合、当

該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社等

の役員等に就いてはならない。 

 

９．監査法人による財務諸表等の作成、提出 

  ・ 監査法人は、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書等を作成し、内閣総理

大臣に提出しなければならない。 

 

１０．監査法人の解散 

   ・ 監査法人は、定款に定める理由の発生、総社員の同意、破産手続開始の決定

等の理由に該当する場合、解散する。なお、他の監査法人との合併、解散命令

以外の事由により解散したときは、その旨を内閣総理大臣に届出。 

 

１１．監査法人に対する処分等 

   ・ 監査法人に公認会計士法違反等があった場合、又は監査法人の行う監査業務

の運営が著しく不当と認められる場合には、内閣総理大臣は当該監査法人に対

し、必要な指示をすることができる。 

   ・ 内閣総理大臣は、社員の故意、又は社員が相当な注意を怠ったことにより監査

法人が虚偽証明を行った場合、公認会計士法違反等や運営が著しく不当と認め

られる場合等には、その監査法人に対し、戒告、2 年以内の業務の全部若しくは

一部の停止、又は解散を命じることができる。 

 



虚偽証明に係る公認会計士又は監査法人の責任 

(証券取引法又は会社法に基づく監査の場合) 

 

１．民事責任 

 

(1) 第三者に対する損害賠償責任(公認会計士・監査法人) 

(証取法 21 条、22 条、24 条の 4、24 条の 5、会社法 429 条、民法 709 条) 

 

(2) 被監査会社に対する損害賠償責任(公認会計士・監査法人) 

(会社法 423 条、民法 415 条又は 709 条) 

 

※ 被監査会社は、株主総会又は定款の規定に基づく取締役会の決議（ただし、

取締役が 2 人以上ある監査役設置会社又は委員会設置会社に限る）により、

会計監査人の責任の一部を免除することができる。また、被監査会社は、定

款の規定に基づき会計監査人と責任限定契約を締結することができる。いず

れの場合も最低責任限度額(監査報酬の 2 年分)を免除することはできない。

ただし、総株主の同意があれば、会計監査人の被監査会社に対する責任の全

部を免除することができる。 

 

※ 監査法人の社員は、監査法人の債務につき無限連帯責任を負う(公認会計

士法 34 条の 10 の 5 第 1 項)。ただし、指定社員制度が利用された場合には、

監査法人の被監査会社に対する債務につき、指定社員のみが無限連帯責任を

負う(公認会計士法 34 条の 10 の 5 第 4 項)  

 

 

２．刑事責任 

 

(1) 有価証券報告書等の虚偽記載罪の共同正犯又は幇助(証取法 197 条)(公認

会計士) 

・行為者・・5年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金、又は併科 

 

(2) 有価証券報告書添付書類、半期報告書等の虚偽記載罪の共同正犯又は幇助

(証取法 198 条) (公認会計士) 

・行為者・・3年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金、又は併科 



３．行政責任 

 

(1) 公認会計士に対する懲戒処分(公認会計士法 30 条) 

・故意の場合・・2年以内の業務停止又は登録の抹消 

・過失の場合・・戒告又は 2年以内の業務停止 

 

(2) 監査法人に対する懲戒処分(公認会計士法 34 条の 21) 

・社員の故意又は過失の場合・・戒告、2 年以内の業務の全部若しくは一

部停止又は解散命令 

 

(3) 1 年以内の監査証明不受理(証取法 193 条の 2) (公認会計士・監査法人) 

 

(4) 会社法に基づく会計監査報告の虚偽記載(会社法 976 条 7 号)(公認会計

士・監査法人) 

・100 万円以下の過料 
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一 
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と
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も
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こ
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し
た
所
要
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措

置
を
講
ず
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
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平成 18 年 4 月 21 日 

証券取引等監視委員会 

 

金融庁設置法第 21 条の規定に基づく建議について 

 

証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第 21 条の規定に基づき、本日、金融庁長官

に対して、下記のとおり建議を行った。 

 

記  

 

監査法人の責任のあり方について 

 

上場会社が重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出していた犯則

事件に関し、当該上場会社の会計監査を担当した監査法人の公認会計士が、当該犯則

行為に深く関与していた事例が複数認められた。 
当委員会は、これらの事例について、当該上場会社及び同社の役員に加え当該公認

会計士についても共同正犯（刑法第６０条）として証券取引法第２２６条の規定に基

づき告発した。 
一方で、現行の証券取引法には、虚偽有価証券報告書を提出した上場会社の役員ら

と共謀した公認会計士が所属する監査法人の刑事責任を追及できる規定はないなど、

上記公認会計士が所属していた監査法人に対しては、刑事責任を追及することは困難

である。 
しかし、当該上場会社との監査契約の当事者は監査法人であり、また、監査法人は、

所属する公認会計士による業務の公正かつ的確な遂行のため、業務管理体制を整備し

なければならない立場にある。 
公認会計士法上、監査法人の社員が虚偽又は不当な証明をした場合に、監査法人に

対して行政処分を行うことが可能であり、また監査法人の社員は民事上の責任も負う

こととされているが、監査法人による厳正な監査を確保していく観点から、民事・行

政責任のほか刑事責任を含めた監査法人の責任のあり方について総合的に検討を行い、

必要かつ適切な措置を講ずる必要がある。 
 

 
 
証券取引等監視委員会事務局 特別調査課 

課長補佐 児島  ℡ 03-3580-6000 

         内線 3063 

問い合わせ先 
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